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の
一
部

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

省
令
案

新
旧
対
照
条
文

を
改
正
す
る

○

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
（

平
成
四
年
総
理
府
令
第
五
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
窒
素
酸
化
物
の
総
量
の
算
定
）

（
窒
素
酸
化
物
の
総
量
の
算
定
）

第
一
条

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物

第
一
条

自
動
車
か
ら
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状
物

質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置

質
の
特
定
地
域
に
お
け
る
総
量
の
削
減
等
に
関
す
る
特
別
措
置

法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量

法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
資
料
を
用
い
て
、
大

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
資
料
を
用
い
て
、
大

気
汚
染
予
測
手
法
に
よ
り
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
け
る
窒

気
汚
染
予
測
手
法
に
よ
り
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
け
る
窒

素
酸
化
物
の
排
出
と
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関
係

素
酸
化
物
の
排
出
と
二
酸
化
窒
素
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関
係

を
推
定
し
、
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
の
二
酸
化
窒
素
の
濃

を
推
定
し
、
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
の
二
酸
化
窒
素
の
濃

度
が
二
酸
化
窒
素
に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
確
保
す
る
濃
度
と

度
が
二
酸
化
窒
素
に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
お
お
む
ね
確
保
す

な
る
場
合
に
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
い
て
大
気
中
に

る
濃
度
と
な
る
場
合
に
当
該
窒
素
酸
化
物
対
策
地
域
に
お
い
て

排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
総
量
と
な
る
よ
う
算
定
す
る
も
の

大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
窒
素
酸
化
物
の
総
量
と
な
る
よ
う
算
定

と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

（
粒
子
状
物
質
の
総
量
の
算
定
）

（
粒
子
状
物
質
の
総
量
の
算
定
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２

法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

２

法
第
九
条
第
二
項
第
三
号
の
総
量
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
に
関
す
る
資
料
を
用
い
て
、
大
気
汚
染
予
測
手
法
に
よ
り

事
項
に
関
す
る
資
料
を
用
い
て
、
大
気
汚
染
予
測
手
法
に
よ
り

粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物

粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
け
る
粒
子
状
物
質
及
び
各
原
因
物

質
の
排
出
と
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関
係
を

質
の
排
出
と
浮
遊
粒
子
状
物
質
の
濃
度
と
の
定
量
的
な
関
係
を

推
定
し
、
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
の
浮
遊
粒
子
状
物
質
の

推
定
し
、
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
の
浮
遊
粒
子
状
物
質
の

濃
度
が
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
確
保
す
る

濃
度
が
浮
遊
粒
子
状
物
質
に
係
る
大
気
環
境
基
準
を
お
お
む
ね

濃
度
と
な
る
場
合
に
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に
お
い
て
大

確
保
す
る
濃
度
と
な
る
場
合
に
当
該
粒
子
状
物
質
対
策
地
域
に

気
中
に
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
総
量
と
各
原
因
物
質
の
総

お
い
て
大
気
中
に
排
出
さ
れ
る
粒
子
状
物
質
の
総
量
と
各
原
因

量
（
各
原
因
物
質
の
排
出
量
を
前
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

物
質
の
総
量
（
各
原
因
物
質
の
排
出
量
を
前
項
に
定
め
る
と
こ

粒
子
状
物
質
の
総
量
に
換
算
し
た
も
の
を
い
う
。
）
を
合
算
し

ろ
に
よ
り
粒
子
状
物
質
の
総
量
に
換
算
し
た
も
の
を
い
う
。
）

た
量
と
な
る
よ
う
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

を
合
算
し
た
量
と
な
る
よ
う
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）


